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(57)【要約】
【課題】　ユーザによる携帯端末の設定の切替や電源の
オフ等の機能制限のし忘れを防止し、かつ機能制限を徹
底することで、公共の施設または乗物におけるマナーお
よび安全性を向上することが可能な携帯端末、および携
帯端末の機能制限方法を提供する。
【解決手段】　本発明にかかる携帯端末１１０は、施設
または乗物の乗口に設置されたリーダライタ１０８ａの
通信可能範囲においてリーダライタとの無線通信を確立
するＩＣタグ１１６と、リーダライタとＩＣタグとの無
線通信が確立された場合に、施設または乗物の規定に従
って当該携帯端末の機能を制限する機能制限部１３２と
を備えることを特徴とする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設または乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲において該リーダライ
タとの無線通信を確立するＩＣタグと、
　前記リーダライタと前記ＩＣタグとの無線通信が確立された場合に、前記施設または乗
物の規定に従って当該携帯端末の機能を制限する機能制限部とを備えることを特徴とする
携帯端末。
【請求項２】
　前記機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した場合に、その旨を、ユーザに報知する
制限報知部を備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　施設または乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲において該リーダライ
タとの無線通信を確立するＩＣタグと、
　前記リーダライタと前記ＩＣタグとの無線通信が確立された場合に、前記施設または乗
物の規定に従って当該携帯端末の機能を制限すべき旨を、ユーザに報知する制限報知部と
、
　前記機能の制限を承諾する旨のユーザ入力に応じて、当該携帯端末の機能を制限する機
能制限部とを備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　前記制限報知部は更に、前記機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した旨をユーザに
報知することを特徴とする請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記制限報知部は、前記ＩＣタグを前記リーダライタに翳すときに該リーダライタに対
向することが想定される面と相異する面に設けられていることを特徴とする請求項２から
４のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記機能制限部は更に、施設または乗物の出口に設置された前記リーダライタと前記Ｉ
Ｃタグとの無線通信が確立された場合に、前記機能の制限を解除することを特徴とする請
求項１から５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記機能制限部は更に、該機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した時点から所定時
間経過した後に、該機能の制限を解除することを特徴とする請求項１から５のいずれか１
項に記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記機能制限部は更に、当該携帯端末の受信強度が所定のレベルに達したときに、前記
機能の制限を解除することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の携帯端末
。
【請求項９】
　当該携帯端末は、
　ユーザの移動の目的地を記憶する目的地記憶部と、
　前記目的地におけるワンセグ放送のチャンネル割当を記憶する目的地チャンネル記憶部
と、
　ワンセグ放送を受信するワンセグ受信部と、
　前記ワンセグ受信部が受信したワンセグ放送のチャンネル割当と、前記目的地チャンネ
ル記憶部に記憶された目的地におけるワンセグ放送のチャンネル割当とを照合するチャン
ネル照合部とを更に備え、
　前記機能制限部は、前記チャンネル割当が合致したときに、前記機能の制限を解除する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　当該携帯端末は、
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　ユーザの移動の目的地を記憶する目的地記憶部と、
　ＧＰＳ衛星からの信号を受信し当該携帯端末の位置を導出するＧＰＳ受信部と、
　前記信号から導出される当該携帯端末の位置と、目的地記憶部に記憶される目的地とを
照合するＧＰＳ照合部とを更に備え、
　前記機能制限部は、前記位置と目的地とが合致したときに、前記機能の制限を解除する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記機能の制限は、マナーモード、オフラインモード、スリープモード、電源切断モー
ドのいずれか１つの状態であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載
の携帯端末。
【請求項１２】
　施設または乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲において、携帯端末に
内蔵されるＩＣタグと該リーダライタとの無線通信を確立し、
　前記施設または乗物の規定に従って当該携帯端末の機能を制限し、
　前記機能を制限した旨をユーザに報知することを特徴とする携帯端末の機能制限方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣタグを用いて、リーダライタの通信可能範囲においてリーダライタとの
無線通信を確立可能な携帯端末、および携帯端末の機能制限方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣタグを搭載した携帯端末の普及が進んでいる。これにより、小売り店舗等に
設置してあるリーダライタに携帯端末のＩＣタグ部分を翳すだけで、電子マネーによる決
済が可能になった。また乗物の自動改札機にもリーダライタが搭載されており、自動改札
機に携帯端末のＩＣタグ当接面を翳すことにより、電車やバスへの乗車も可能となってい
る。
【０００３】
　かかるＩＣタグは、ＩＣチップとアンテナコイルから構成され、リーダライタから送信
される特定周波数の電波により、アンテナコイルが起電しＩＣチップに電力が供給される
。そして、これと並行して、ＩＣタグとリーダライタとの無線通信が確立し、情報の送受
信が行われる。
【０００４】
　上記のようなＩＣタグを搭載した携帯端末として、例えば特許文献１には、交通機関の
自動改札機を通過した時に自動改札機からその入場駅および出場駅の情報をＩＣカードを
通じて受信し、入場または出場駅情報をサーバに送信し、サーバから出場駅の時刻表情報
、運行情報および駅周辺情報を受信する携帯端末が開示されている。
【０００５】
　上記の携帯端末によれば、下車した駅やバス停の時刻表や交通機関の遅れ、運休等の運
行情報が自動で表示され、またかかる駅やバス停周辺の地図等の情報も自動で取得できる
ので利便性が向上する。
【特許文献１】特開２００７－３１６７０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年の携帯端末の普及により、ユーザの携帯端末使用時のマナーが社会問題
となっている。特に、電車やバス等の公共の乗物への乗車時に、携帯端末が発する着信音
や操作音、またユーザの通話の声等の音声が、周囲の人間に不快感を与えるという問題が
ある。したがって、乗車時には、携帯端末を、音声出力を制限するマナーモードに設定す
ることが望まれる。また、飛行機への搭乗の際には、携帯端末の電波が飛行機の計器へ与
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える影響を考慮し、携帯端末の電源をオフにすることが求められている。
【０００７】
　このため鉄道会社や航空会社等では車内や機内にて、携帯端末のマナーモードへの設定
の切替や電源のオフを促す旨のアナウンスを流している。しかし、アナウンスに従って設
定の切替や電源のオフ等の携帯端末の機能制限を行うかどうかはユーザの意思に委ねられ
るため、これを徹底することは困難である。またアナウンスを聞いたとしても、ユーザが
設定の切替や電源のオフをし忘れてしまうこともある。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑み、ユーザによる携帯端末の設定の切替や電源のオフ等
の機能制限のし忘れを防止し、かつ機能制限を徹底することで、公共の施設または乗物に
おけるマナーおよび安全性を向上することが可能な携帯端末、および携帯端末の機能制限
方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、本発明にかかる携帯端末の代表的な構成は、施設または
乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲においてリーダライタとの無線通信
を確立するＩＣタグと、リーダライタとＩＣタグとの無線通信が確立された場合に、施設
または乗物の規定に従って当該携帯端末の機能を制限する機能制限部とを備えることを特
徴とする。
【００１０】
　上記の構成によれば、施設または乗物の入口、例えば入場ゲートや入場改札等に設置さ
れたリーダライタと当該携帯端末のＩＣタグとの無線通信が確立されるだけで、ユーザに
煩雑な操作を行わせることなく、当該携帯端末の機能を制限することが可能となる。した
がって、ユーザによる機能制限のし忘れを防止し、機能制限を徹底することができ、公共
の施設または乗物におけるマナーおよび安全性を向上することが可能となる。なお上記の
施設としては、病院や映画館、美術館等、携帯端末の機能制限が求められる施設を例に挙
げることができる。また乗物としては、電車、バス、飛行機等の交通機関を例示すること
ができる。
【００１１】
　上記機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した場合に、その旨を、ユーザに報知する
制限報知部を備えるとよい。これにより、ユーザは、当該携帯端末の機能が制限されたこ
とを認識することができる。なお上記の制限報知部としては、当該携帯端末に備えられる
表示部、音声出力部、バイブレータ、および発光部の群から選択された１または２以上を
機能させることが可能である。
【００１２】
　上述の課題を解決するために、本発明にかかる携帯端末の他の構成は、施設または乗物
の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲においてリーダライタとの無線通信を確
立するＩＣタグと、リーダライタとＩＣタグとの無線通信が確立された場合に、施設また
は乗物の規定に従って当該携帯端末の機能を制限すべき旨を、ユーザに報知する制限報知
部と、機能の制限を承諾する旨のユーザ入力に応じて、当該携帯端末の機能を制限する機
能制限部とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　例えば駅の乗車口の改札（入口）においてリーダライタとＩＣタグとの無線通信を確立
して駅構内に入場したが、電車（乗物）への乗車までに時間がある場合等、ユーザが駅構
内における携帯端末の機能制限を望まない場合が想定される。したがって、上記の構成に
よれば、ユーザは制限報知部が報知した内容を把握し、当該携帯端末の機能を制限するか
どうかを自分の意志に基づいて選択することが可能となる。これにより、不意に携帯端末
の機能が制限され不利益を被るといったことを回避できる。
【００１４】
　上記制限報知部は更に、機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した旨をユーザに報知
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するとよい。これにより、ユーザは、自らの入力により当該携帯端末の機能が制限された
ことを認識することができる。
【００１５】
　上記制限報知部は、ＩＣタグをリーダライタに翳すときにリーダライタに対向すること
が想定される面と相異する面に設けられているとよい。
【００１６】
　ＩＣタグとリーダライタとの無線通信を確立する際には、当該携帯端末（ＩＣタグ）を
リーダライタに翳すことにより対向させる。例えば、発光部または表示部が制限報知部と
して機能しており、これらが当該携帯端末の、リーダライタに翳すときに該リーダライタ
に対向することが想定される面に設けられていると、制限報知部の挙動をユーザが認識し
づらくなってしまう。したがって、制限報知部は、ＩＣタグをリーダライタに翳すときに
リーダライタに対向することが想定される面と相異する面に設けられていることが好まし
い。
【００１７】
　上記機能制限部は更に、施設または乗物の出口に設置されたリーダライタとＩＣタグと
の無線通信が確立された場合に、機能の制限を解除するとよい。
【００１８】
　かかる構成により、施設または乗物の出口、例えば退場ゲートや退場改札に設置された
リーダライタとＩＣタグとの無線通信が確立されることで、機能制限部は乗物での移動が
終了した、または施設を退出すると判定し、当該携帯端末の機能制限を解除する。したが
って、ユーザに煩雑な操作を強いることなく携帯端末の機能制限を解除することが可能で
あり、ユーザによる制限解除のし忘れを防ぐことができる。
【００１９】
　上記機能制限部は更に、機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した時点から所定時間
経過した後に、機能の制限を解除するとよい。
【００２０】
　降車口（出口）にリーダライタが設置されていないバス等の乗物では、出口におけるリ
ーダライタとＩＣタグとの無線通信は行われない。このため、ユーザは降車後に自ら機能
制限の解除を行わなくてはならず、解除をし忘れると携帯端末は機能制限が行われたまま
になってしまう。上記構成では、降車時のリーダライタとＩＣタグとの無線通信が行われ
なくとも、機能制限部は、機能制限部が当該携帯端末の機能を制限した時点から所定時間
が経過後に制限を解除する。これにより、ユーザの制限解除し忘れによる携帯端末の機能
制限の不必要な継続を防止することができる。
【００２１】
　上記機能制限部は更に、当該携帯端末の受信強度が所定のレベルに達したときに、機能
の制限を解除するとよい。
【００２２】
　例えば飛行機のような乗物は、乗車中または搭乗中に受信強度が著しく低下する。この
ため、低下した受信強度が所定のレベルまで達したとき、すなわち受信強度が回復したと
きは、目的地に到着し飛行機（乗物）を降機したときであると考えられる。したがって上
記構成では、機能制限部が携帯端末の機能制限を行った後、当該携帯端末が間欠的に電波
の受信を行い、かかる電波の受信強度が所定のレベルに達したときに、機能制限部は施設
への滞在または乗物での移動が終了したと判定し、携帯端末の機能制限を解除する。これ
により、ユーザによる操作を要することなく携帯端末の機能制限を解除することができる
。
【００２３】
　当該携帯端末は、ユーザの移動の目的地を記憶する目的地記憶部と、目的地におけるワ
ンセグ放送のチャンネル割当を記憶する目的地チャンネル記憶部と、ワンセグ放送を受信
するワンセグ受信部と、ワンセグ受信部が受信したワンセグ放送のチャンネル割当と、目
的地チャンネル記憶部に記憶された目的地におけるワンセグ放送のチャンネル割当とを照
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合するチャンネル照合部とを更に備え、機能制限部は、チャンネル割当が合致したときに
、機能の制限を解除するとよい。
【００２４】
　かかる構成では、ワンセグ受信部が間欠的に受信したチャンネルのチャンネル割当と、
目的地記憶部に記憶される目的地のチャンネル割当とが合致したときに、機能制限部は、
目的地に到着した、すなわち施設への滞在または乗物での移動が終了したと判定し、携帯
端末の機能制限を解除する。これにより、ユーザによる操作を必要とすることなく携帯端
末の機能制限を解除することができる。
【００２５】
　当該携帯端末は、ユーザの移動の目的地を記憶する目的地記憶部と、ＧＰＳ衛星からの
信号を受信し当該携帯端末の位置を導出するＧＰＳ受信部と、信号から導出される当該携
帯端末の位置と、目的地記憶部に記憶される目的地とを照合するＧＰＳ照合部とを更に備
え、機能制限部は、位置と目的地とが合致したときに、機能の制限を解除するとよい。
【００２６】
　上記の構成では、ＧＰＳ受信部が間欠的に受信するＧＰＳ衛星の信号から当該携帯端末
の位置を導出し、その位置と目的地とが合致したときに、機能制限部は、施設への滞在ま
たは乗物での移動が終了したと判定し携帯端末の機能制限を解除する。これにより、ユー
ザに煩雑な操作を行わせることなく携帯端末の機能制限を解除することが可能であり、ユ
ーザによる制限解除のし忘れを防ぐことができる。
【００２７】
　上記機能の制限は、マナーモード、オフラインモード、スリープモード、電源切断モー
ドのいずれか１つの状態であるとよい。これにより、公共の施設または乗物におけるマナ
ーおよび安全性を向上することが可能となる。
【００２８】
　ここでマナーモードとは、音声出力部からの音声出力機能が制限されている状態、すな
わち消音状態である。オフラインモードとは、当該携帯端末の通信接続が遮断されている
状態である。またスリープモードとは、当該携帯端末の一切の操作および出力が制限され
ている状態、所謂携帯端末１１０の電源キーを押下することによる「電源オフ」の状態で
ある。しかし、厳密には携帯端末１１０を「電源オフ」の状態にしても、携帯端末１１０
内部ではクロックやタイマなどには別電源から電力が供給され、かかる機能は動作してい
る（制限されていない）。したがって、「電源オフ」の状態は、すべての電源がオフにな
っている（切断されている）状態ではないため、誤解を避けるべく、所謂「電源オフ」の
状態をスリープモードと称し、すべての電源を切断し、当該携帯端末のすべての機能を制
限する状態を電源切断モードと称する。
【００２９】
　上述の課題を解決するために、本発明にかかる携帯端末の機能制限方法の構成は、施設
または乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲において、携帯端末に内蔵さ
れるＩＣタグとリーダライタとの無線通信を確立し、施設または乗物の規定に従って当該
携帯端末の機能を制限し、機能を制限した旨をユーザに報知することを特徴とする。
【００３０】
　上述した携帯端末における技術的思想に対応する構成要素やその説明は、当該携帯端末
の機能制限方法にも適用可能である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、携帯端末に内蔵されたＩＣタグと、施設または乗物の入口に設置され
ているリーダライタとの無線通信の確立した場合に当該携帯端末の機能制限を行うことに
より、ユーザによる携帯端末の設定の切替や電源のオフ等の機能制限のし忘れを防止し、
かつ機能制限を徹底することで、公共の施設または乗物におけるマナーおよび安全性を向
上することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００３３】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図で
あり、図２は、携帯端末を説明するための説明図であり、図２（ａ）は携帯端末の開状態
のときの正面図であり、図２（ｂ）は携帯端末の開状態のときの背面図であり、図２（ｃ
）は携帯端末の閉状態のときの外観図である。
【００３４】
　携帯端末１１０は、端末制御部１１２と、端末メモリ１１４と、ＩＣタグ１１６と、表
示部１１８と、操作部１２０と、音声入力部１２２と、音声出力部１２４と、バイブレー
タ１２６と、発光部１２８と、無線通信部１３０とを含んで構成される。
【００３５】
　端末制御部１１２は、中央処理装置（ＣＰＵ）を含む半導体集積回路により携帯端末１
１０全体を管理および制御し、端末メモリ１１４のプログラムを用いて、通話機能、メー
ル送受信機能、撮像機能、音楽再生機能、ＴＶ視聴機能も遂行する。
【００３６】
　上記の端末制御部１１２は、機能制限部１３２としても機能し、リーダライタと後述す
るＩＣタグ１１６との無線通信が確立された場合に、施設または乗物の規定に従って当該
携帯端末１１０の機能を制限する。また機能制限部１３２は更に、当該携帯端末１１０の
機能の制限を行った後に、再度リーダライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立した際
、すなわち施設から退出または乗物から退場する際に、携帯端末１１０の機能の制限を解
除する。
【００３７】
　端末メモリ１１４は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、フラッシュメ
モリ、ＨＤＤ等で構成され、端末制御部１１２で処理されるプログラムや音声データ等を
記憶する。
【００３８】
　ＩＣタグ１１６は、施設または乗物の入口に設置されたリーダライタの通信可能範囲に
おいてリーダライタとの無線通信を確立する。ＩＣタグ１１６は、ＩＣチップ（図示せず
）とアンテナコイル（図示せず）から構成され、リーダライタが送信する電波によりアン
テナコイルが起電し、ＩＣチップに電力が供給される。そして、これと同時に、ＩＣタグ
１１６とリーダライタとの無線通信が確立し、情報の送受信が行われる。
【００３９】
　表示部１１８は、液晶ディスプレイ、ＥＬ(Electro Luminescence)、ＰＤＰ(Plasma Di
splay Panel)等で構成され、端末メモリ１１４に記憶された、または通信網（図示せず）
を介してアプリケーション中継サーバ（図示せず）から提供される、Ｗｅｂブラウザやア
プリケーションのＧＵＩ（Graphical User Interface）を表示することができる。
【００４０】
　また、本実施形態では、後述する音声出力部１２４、バイブレータ１２６、および発光
部１２８同様、表示部１１８は制限報知部として機能する。制限報知部としての表示部１
１８は、機能制限部１３２が携帯端末１１０の機能を制限した場合に、案内表示を表示す
ることによりユーザに機能制限が行われた旨を報知する。
【００４１】
　なお第１実施形態においては表示部１１８を制限報知部として機能させているがこれに
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限定されるものではなく、表示部１１８、音声出力部１２４、バイブレータ１２６、およ
び発光部１２８の群から１または２以上を選択し、制限報知部として機能させることも可
能である。これにより制限報知部として、音声出力部１２４が機能する場合には音声出力
部１２４からの音声出力、バイブレータ１２６が機能する場合にはバイブレータ１２６に
よる携帯端末１１０のバイブレーション振動、発光部１２８が機能する場合には発光部１
２８の発光、がユーザへの報知手段となる。
【００４２】
　また、制限報知部として機能しうる表示部１１８および発光部１２８は、ＩＣタグ１１
６をリーダライタに翳すときにリーダライタに対向することが想定される面と相異する面
に設けられている。詳細には、図２（ａ）および図２（ｂ）を参照してわかるように、表
示部１１８が設けられているのは、携帯端末１１０が開状態のときの正面であり、ＩＣタ
グ１１６をリーダライタに翳すときにリーダライタに対向することが想定される面は携帯
端末１１０が開状態のときの背面である。したがって、ユーザが携帯端末のＩＣタグをリ
ーダライタに翳した場合であっても、制限報知部としての表示部１１８の挙動を容易に認
識することが可能である。
【００４３】
　また図２（ｂ）を参照すると、発光部はＩＣタグ１１６をリーダライタに翳すときにリ
ーダライタに対向することが想定される面と同じ面に設けられている。しかし、図２（ｃ
）に示すように、携帯端末を閉状態とすることにより、発光部が設けられている面は、Ｉ
Ｃタグ１１６をリーダライタに翳すときにリーダライタに対向することが想定される面と
は相違する。これにより、ユーザが携帯端末のＩＣタグをリーダライタに翳した場合であ
っても、制限報知部としての発光部の挙動をユーザが直ちに視認することができる。
【００４４】
　操作部１２０は、キーボード、十字キー、ジョイスティック等のスイッチから構成され
、ユーザの操作入力を受け付ける。
【００４５】
　音声入力部１２２は、マイク等の音声認識手段で構成され、通話時に入力されたユーザ
の音声を携帯端末１１０内で処理可能な電気信号に変換する。
【００４６】
　音声出力部１２４は、スピーカで構成され、携帯端末１１０で受信した通話相手の音声
信号を音声に変えて出力する。また、着信音や、操作部１２０の操作音、アラーム音等も
出力できる。また、上述したように制限報知部としても機能することができる。
【００４７】
　バイブレータ１２６は、電動機（図示せず）と、その電動機の回転軸（図示せず）に設
けられ重心が偏心している金属等の剛体（図示せず）とから構成され、剛体を回転させる
ことで当該携帯端末１１０にバイブレーション振動を与えることができる。これにより、
例えば病院、電車、会議といった音声出力ができないところで着信やメールの受信、アラ
ームを認識することができる。また、上述したように制限報知部としても機能することが
できる。
【００４８】
　発光部１２８は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）、ＥＬ(Electro Luminescence)発光
体、その他の照光可能な電子部品から構成される。かかる発光部１２８が点灯または点滅
することにより、音声出力ができない場所や状況であっても、着信やメールの受信、アラ
ームをユーザが認識することが可能となる。また、上述したように制限報知部としても機
能することができる。
【００４９】
　無線通信部１３０は、基地局１０２との無線通信を確立し、データを送受信する。また
、無線通信部１３０は、受信した信号のＲＳＳＩ（Received Signal Strength Indicator
）等の電波強度を機能制限部１３２に転送する。
【００５０】
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　次に、第１実施形態にかかる携帯端末１１０における機能制限方法を説明する。図３は
、第１実施形態にかかる機能制限方法の具体的な処理を説明するフローチャートである。
ここでは、乗物として電車を例に説明する。なお、第１実施形態における制限報知部は表
示部１１８としている。
【００５１】
　ユーザは携帯端末１１０に備えられている（内蔵されている）ＩＣタグ１１６を用いて
電車に乗車する場合、携帯端末１１０（ＩＣタグ１１６）を、電車の入口（改札）に設置
されたリーダライタの通信可能範囲に位置させる。
【００５２】
　図４は、入口におけるリーダライタの設置図である。図４に示すように、電車の入場口
（入口）の改札機１０８にはリーダライタ１０８ａが設置されている。かかるリーダライ
タ１０８ａに携帯端末１１０のＩＣタグを備える面を翳して近接させ、ＩＣタグ１１６を
リーダライタ１０８ａの通信可能範囲に位置させる。
【００５３】
　上記のユーザの動作により、入口のリーダライタ１０８ａとＩＣタグ１１６との無線通
信が確立されると（Ｓ１６０）、機能制限部１３２は当該携帯端末１１０の機能が既に制
限されているか、すなわち携帯端末がマナーモードであるかを判定する（Ｓ１６２）。判
定の結果、携帯端末１１０の機能が制限されていない、すなわちマナーモードではなかっ
た場合、機能制限部１３２は携帯端末１１０の機能を制限し（機能制限実行）、マナーモ
ードに設定する（Ｓ１６４）。
【００５４】
　なお、本実施形態では、現状における一般的な規定として、電車内では携帯端末１１０
をマナーモードに設定するとされているため、機能制限部１３２による機能制限はマナー
モード設定としているが、これに限定されるものではない。例えば、優先座席付近では携
帯端末を「スリープモード（電源オフ）」に設定するとされているのを踏まえ、機能制限
部１３２の機能制限をスリープモードとすることも可能である。
【００５５】
　機能制限部１３２が機能制限を実行した後、表示部１１８（制限報知部）は案内表示を
表示し、機能制限を実行した旨をユーザに報知する（Ｓ１６６）。図５は、表示部による
報知の例を説明する図である。表示部による報知では、図５に示すように表示部１１８に
報知表示１１８ａを表示することができる。こうしてユーザは、自身の携帯端末１１０の
機能制限が実行された、すなわちマナーモード設定になったことを認識することができる
。
【００５６】
　ユーザが目的の駅に到着し、ＩＣタグ１１６を用いて降車する際、ユーザは、ＩＣタグ
１１６を出口（改札）に設置されたリーダライタの通信可能範囲に位置させる。このユー
ザの動作により、リーダライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立されると（Ｓ１６８
）、機能制限部１３２は当該携帯端末１１０の機能制限（マナーモード）を解除する（Ｓ
１７０）。
【００５７】
　以上説明した携帯端末１１０およびその機能制限方法により、施設または乗物の入口に
設置されたリーダライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立されるだけで、ユーザに煩
雑な操作を行わせることなく、当該携帯端末１１０の機能制限を行うことができる。した
がって、ユーザによる機能制限のし忘れを防止し機能制限を徹底することで、公共の施設
または乗物におけるマナーおよび安全性を向上することが可能となる。
【００５８】
　また、制限報知部１３４の報知により、ユーザは当該携帯端末１１０の機能が制限され
たことを認識することができる。更に、施設または乗物の出口に設置されたリーダライタ
とＩＣタグ１１６との無線通信の確立により当該携帯端末１１０の機能制限を解除するた
め、ユーザによる制限解除のし忘れを防ぐことができる。
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【００５９】
（第２実施形態）
　図６は、第２実施形態にかかる携帯端末２１０のハードウェア構成を示した機能ブロッ
ク図である。携帯端末２１０は、端末制御部１１２と、端末メモリ１１４と、ＩＣタグ１
１６と、表示部１１８と、操作部１２０と、音声入力部１２２と、音声出力部１２４と、
バイブレータ１２６と、発光部１２８と、無線通信部１３０とを含んで構成される。なお
、上述した第１実施形態と実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符
号を付することにより重複説明を省略する。
【００６０】
　第２実施形態にかかる携帯端末２１０では、端末制御部１１２は機能制限部２３２、所
定時間推定部２３４、およびタイマ２３６としても機能する。機能制限部２３２は、リー
ダライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立された後、機能制限を承諾するユーザ入力
に応じて当該携帯端末２１０の機能を制限する。また機能制限部２３２は更に、所定時間
が経過し、後述するタイマ２３６の計時が終了した際に、携帯端末２１０の機能制限を解
除する。
【００６１】
　所定時間推定部２３４は、ユーザの移動に要する時間を推測し、その推測した時間に基
づき携帯端末２１０の機能制限を行う時間、すなわち所定時間を決定する。
【００６２】
　かかる所定時間は、例えばＩＣタグ１１６に電車の定期券のデータが記憶されている場
合であれば、乗車駅と降車駅が特定されているため、その駅間の移動に要する時間とする
ことができる。駅間の移動に要する時間は、乗車駅から降車駅までの平均的な所要時間と
してもよいし、電車の遅延を考慮して、平均的な所要時間に数分を加算した時間とするこ
とも可能である。また例えば飛行機に搭乗する場合であれば、目的地に飛行機が到着する
時間が予め定まっているため、飛行機の出発時間から到着時間までとしてもよい。
【００６３】
　タイマ２３６は、上記の所定時間を記憶し且つ計時する。これにより機能制限部２３２
は、タイマ２３６の計時が終了した時点をもって携帯端末２１０の機能制限を解除するこ
とができる。
【００６４】
　また第２実施形態では、音声出力部１２４が制限報知部として機能する。制限報知部と
しての音声出力部１２４は、機能制限部２３２が携帯端末２１０の機能を制限した場合に
、音声出力によりユーザに機能制限が行われた旨を報知する。
【００６５】
　次に、第２実施形態にかかる携帯端末２１０における機能制限方法を説明する。図７は
、第２実施形態にかかる機能制限方法の具体的な処理を説明するフローチャートである。
ここでは、乗物として飛行機を例に説明する。なお、第２実施形態における制限報知部は
音声出力部１２４としている。
【００６６】
　ユーザは携帯端末２１０に設けられているＩＣタグ１１６を用いて搭乗口（入口）から
搭乗する際、携帯端末２１０（ＩＣタグ１１６）を搭乗口に設置されたリーダライタの通
信可能範囲に位置させる。これにより、搭乗口のリーダライタとＩＣタグ１１６との無線
通信が確立したら（Ｓ２６０）、機能制限部２３２は当該携帯端末２１０の機能が既に制
限されている状態であるか、すなわち携帯端末がスリープモードであるかを判定する（Ｓ
２６２）。
【００６７】
　判定の結果、携帯端末２１０の機能が制限されていない、すなわちスリープモードでは
ない場合、音声出力部１２４（制限報知部）は、携帯端末２１０の機能制限の承諾を入力
する旨を音声出力によりユーザに報知する（Ｓ２６４）。そして、機能制限部２３２は、
機能制限を承諾する旨の操作部１２０を介したユーザ入力を受け付けたら（Ｓ２６６）、
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携帯端末２１０の機能を制限し（機能制限実行）、スリープモードに設定する（Ｓ２６８
）。
【００６８】
　なお、本実施形態では、現状における一般的な規定として、飛行機内では携帯端末２１
０を「電源オフ」（スリープモード）に設定するとされているため、機能制限部２３２に
よる機能制限はスリープモード設定としているが、これに限定されるものではない。例え
ば、飛行機の計器への電波の影響を考慮するだけであれば、機能制限部２３２による機能
制限をオフラインモードとすることも可能である。
【００６９】
　機能制限部２３２が機能制限を行った後、音声出力部１２４（制限報知部）は音声出力
により機能制限を実行した旨をユーザに報知し（Ｓ２７０）、所定時間推定部２３４は所
定時間を推定する（Ｓ２７２）。なお、本実施形態では、乗物は飛行機としているため、
目的地（到着予定の空港）への到着時間が予め定まっている。したがって、かかる所定時
間は、飛行機の出発時間から到着時間までとすることができる。
【００７０】
　所定時間が推定されたら、タイマ２３６はその所定時間を記憶し、所定時間の計時を開
始する（Ｓ２７４）。そして、タイマ２３６が所定時間を経過すると（Ｓ２７６）、機能
制限部２３２は、タイマ２３６の計時が終了した時点をもって目的地へ到着した、すなわ
ち飛行機を降機すると判断し、携帯端末２１０の機能制限（スリープモード）を解除する
（Ｓ２７８）。
【００７１】
　以上説明した携帯端末２１０およびその機能制限方法により、ユーザは当該携帯端末２
１０の機能を制限するかどうかを選択することが可能となり、ユーザの利便性を向上する
ことができる。
【００７２】
　また制限報知部の報知により、ユーザは自らの入力により当該携帯端末２１０の機能が
制限されたことを認識可能である。更に、降機時のリーダライタとＩＣタグ１１６との無
線通信が行われなくとも、機能制限部２３２が所定時間経過後に制限を解除することが可
能であるため、ユーザの制限解除し忘れによる携帯端末２１０の機能制限の不必要な継続
を防止することができる。
【００７３】
（第３実施形態）
　図８は、第３実施形態にかかる携帯端末３１０のハードウェア構成を示した機能ブロッ
ク図である。携帯端末３１０は、端末制御部１１２と、端末メモリ１１４と、ＩＣタグ１
１６と、表示部１１８と、操作部１２０と、音声入力部１２２と、音声出力部１２４と、
バイブレータ１２６と、発光部１２８と、無線通信部１３０とを含んで構成される。なお
、上述した第１実施形態および第２実施形態と実質的に同一の機能、構成を有する要素に
ついては、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００７４】
　第３実施形態にかかる携帯端末３１０では、端末制御部１１２は機能制限部３３２およ
びタイマ３３６としても機能する。機能制限部３３２は、リーダライタとＩＣタグ１１６
との無線通信が確立された後、機能制限を承諾するユーザ入力に応じて当該携帯端末３１
０の機能を制限する。また機能制限部３３２は更に、無線通信部１３０が受信した基地局
１０２からの電波の受信強度が所定のレベル以上であった場合、携帯端末３１０の機能制
限を解除する。
【００７５】
　なお、携帯端末３１０の機能制限が行われている場合、無線通信部１３０の基地局１０
２からの電波の受信は、所定間隔で間欠的に行われる。また、所定のレベルは、例えば受
信電界強度（RSSI：Received Signal Strength Indicator）を段階的にレベル分けし、そ
の中から所定のレベルを決定し、予め携帯端末に設定することが可能である。



(12) JP 2010-11087 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００７６】
　タイマ３３６は、間欠的な受信を行う際の所定間隔の時間を計時する。かかる所定間隔
の時間は、予めタイマ３３６に記憶されていてもよいし、機能制限部２３２によって設定
されてもよい。
【００７７】
　また第３実施形態では、バイブレータ１２６は制限報知部として機能する。制限報知部
としてのバイブレータ１２６は、機能制限部３３２が携帯端末３１０の機能を制限した場
合に、バイブレータ１２６から当該携帯端末３１０にバイブレーション振動を与えること
によりユーザに機能制限が行われた旨を報知する。
【００７８】
　次に、第３実施形態にかかる携帯端末３１０における機能制限方法を説明する。図９は
、第３実施形態にかかる機能制限方法の具体的な処理を説明するフローチャートである。
ここでは、乗物として飛行機を例示し、制限報知部にバイブレータ１２６を選択した場合
について説明する。なお、上述した第１実施形態および第２実施形態と実質的に同一の動
作については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００７９】
　図７に示した処理と同様の処理で機能制限実行（Ｓ２６８）までを実行した後、バイブ
レータ１２６（制限報知部）は、当該携帯端末３１０にバイブレーション振動を与えるこ
とにより機能制限を実行した旨をユーザに報知する（Ｓ３６０）。そして、タイマ３３６
は予め自体に記憶されている所定間隔の時間の計時を開始する（Ｓ３６２）。
【００８０】
　タイマ３３６は所定間隔の時間が経過したら計時を終了し（Ｓ３６４）、無線通信部１
３０は基地局１０２からの電波の受信を行い、受信した信号の受信強度を機能制限部３３
２に転送する（Ｓ３６６）。そして、機能制限部３３２はかかる電波の受信強度が所定の
レベルに達しているか（所定のレベル以上であるか）を判定する（Ｓ３６８）。
【００８１】
　判定の結果、電波の受信強度が所定のレベルに達していなかった場合、機能制限部３３
２はタイマ３３６をリセットし、再度起動させ、所定間隔の時間の計時を開始する（Ｓ３
６２）。そして、無線通信部１３０は電波の受信強度が所定のレベル以上となるまで間欠
的に受信を行う。電波の受信強度が所定のレベル以上であった場合、機能制限部３３２は
携帯端末３１０の機能制限（スリープモード）を解除する（Ｓ３７０）。
【００８２】
　以上説明した携帯端末３１０およびその機能制限方法では、降機時のリーダライタとＩ
Ｃタグ１１６との無線通信が行われなくとも、無線通信部１３０が受信する電波の受信強
度が所定のレベルに達したときに、機能制限部３３２は携帯端末３１０の機能制限を解除
し、ユーザによる操作を必要とすることなく携帯端末３１０の機能制限を解除する。した
がって、ユーザの制限解除し忘れを防止し、ユーザの利便性を向上することができる。
【００８３】
（第４実施形態）
　図１０は、第４実施形態にかかる携帯端末４１０のハードウェア構成を示した機能ブロ
ック図である。携帯端末４１０は、端末制御部１１２と、端末メモリ１１４と、ＩＣタグ
１１６と、表示部１１８と、操作部１２０と、音声入力部１２２と、音声出力部１２４と
、バイブレータ１２６と、発光部１２８と、無線通信部１３０と、ワンセグ受信部４３８
とを含んで構成される。なお、上述した第１実施形態、第２実施形態および第３実施形態
と実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重
複説明を省略する。
【００８４】
　第４実施形態にかかる携帯端末４１０では、端末制御部１１２は機能制限部４３２、タ
イマ３３６、およびチャンネル照合部４４０としても機能する。機能制限部４３２は、リ
ーダライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立された後、機能制限を承諾するユーザ入
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力に応じて当該携帯端末４１０の機能を制限する。また機能制限部４３２は更に、後述す
るワンセグ受信部４３８が受信したワンセグ放送のチャンネル割当が、目的地のチャンネ
ル割当と合致した場合、携帯端末４１０の機能制限を解除する。
【００８５】
　チャンネル照合部４４０は、ワンセグ受信部４３８が受信したワンセグ放送のチャンネ
ル割当と、目的地記憶部４４２に記憶された目的地のチャンネル割当とを照合する。
【００８６】
　また端末メモリ１１４は目的地記憶部４４２、目的地チャンネル記憶部４４４としても
機能する。かかる目的地記憶部４４２は、ＩＣタグ１１６の情報を参照し、乗物によるユ
ーザの移動の目的地を記憶する。目的地記憶部４４２による目的地の記憶は、例えばＩＣ
タグ１１６に電車の定期券のデータが記憶されている場合であれば、記載されている２つ
の駅のうち、乗車した駅ではないほうの駅を目的地とすることが可能であり、また例えば
飛行機に搭乗する場合であれば、出発予定の空港と到着予定の空港がＩＣタグ１１６に記
憶されているため、到着予定の空港を目的地とすることができる。
【００８７】
　目的地チャンネル記憶部４４４は、目的地記憶部４４２が記憶した目的地におけるワン
セグ放送のチャンネル割当を記憶する。
【００８８】
　ワンセグ受信部４３８は、ワンセグ放送局１０４から送信されるワンセグ放送を受信す
る。
【００８９】
　次に、第４実施形態にかかる機能制限方法の具体的な処理を説明する。図１１は、第４
実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャートである。ここ
では、乗物として飛行機を例示し、制限報知部に発光部１２８を選択した場合について説
明する。なお、上述した第１実施形態、第２実施形態および第３実施形態と実質的に同一
の動作については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００９０】
　図７に示した処理と同様の処理で機能制限実行（Ｓ２６８）までを実行した後、発光部
１２８（制限報知部）は、発光（点灯または点滅）により機能制限を実行した旨をユーザ
に報知する（Ｓ４６０）。そして、目的地記憶部４４２はＩＣタグ１１６を参照し、ＩＣ
タグ１１６に記憶されている到着予定の空港を目的地として記憶し、目的地チャンネル記
憶部４４４は、目的地記憶部４４２が記憶した目的地におけるワンセグ放送のチャンネル
割当を記憶する（Ｓ４６２）。
【００９１】
　タイマ３３６の計時が終了したら（Ｓ３６４）、ワンセグ受信部４３８はワンセグ放送
局１０４からのワンセグ放送の受信を行う（Ｓ４６４）。そして、チャンネル照合部４４
０は、受信したワンセグ放送のチャンネル割当と、目的地チャンネル記憶部４４４に記憶
された目的地のワンセグ放送のチャンネル割当とを照合し、合致するかを判定する（Ｓ４
６６）。
【００９２】
　判定の結果、受信したワンセグ放送のチャンネル割当が目的地のワンセグ放送のチャン
ネル割当でなかった場合、機能制限部４３２はタイマ３３６をリセットし、再度起動させ
、所定間隔の時間の計時を開始する（Ｓ３６２）。そして、ワンセグ受信部４３８は、受
信したワンセグ放送のチャンネル割当が目的地のワンセグ放送のチャンネル割当と合致す
るまで間欠的に受信を行う。受信したワンセグ放送のチャンネル割当が目的地のワンセグ
放送のチャンネル割当であった場合、機能制限部４３２は携帯端末４１０の機能制限（ス
リープモード）を解除する（Ｓ４６８）。
【００９３】
　以上説明した携帯端末４１０およびその機能制限方法では、降機時のリーダライタとＩ
Ｃタグ１１６との無線通信が行われなくとも、ワンセグ受信部４３８が受信したワンセグ
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放送のチャンネル割当が、目的地記憶部４４２に記憶された目的地のチャンネル割当と合
致したときに、機能制限部４３２は携帯端末４１０の機能制限を解除する。したがって、
ユーザの操作を必要とすることなく携帯端末４１０の機能制限を解除することが可能とな
り、ユーザの利便性を向上することができる。
【００９４】
（第５実施形態）
　図１２は、第５実施形態にかかる携帯端末５１０のハードウェア構成を示した機能ブロ
ック図である。携帯端末５１０は、端末制御部１１２と、端末メモリ１１４と、ＩＣタグ
１１６と、表示部１１８と、操作部１２０と、音声入力部１２２と、音声出力部１２４と
、バイブレータ１２６と、発光部１２８と、無線通信部１３０と、ＧＰＳ受信部５３８と
を含んで構成される。なお、上述した他の実施形態と実質的に同一の機能、構成を有する
要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００９５】
　第５実施形態にかかる携帯端末５１０では、端末制御部１１２は機能制限部５３２、タ
イマ３３６、およびＧＰＳ照合部５４０としても機能する。機能制限部５３２は、リーダ
ライタとＩＣタグ１１６との無線通信が確立された場合に、当該携帯端末５１０の機能を
制限する。また機能制限部５３２更には、後述するＧＰＳ受信部５３８がＧＰＳ衛星１０
６から受信したＧＰＳ信号から導出される当該携帯端末５１０の位置と、目的地記憶部４
４２に記憶される目的地とが合致した場合、携帯端末５１０の機能制限を解除する。
【００９６】
　ＧＰＳ照合部５４０は、ＧＰＳ受信部５３８が導出した当該無線通信端末５１０の位置
と、目的地記憶部４４２に記憶される目的地とを照合する。かかる照合は、ＧＰＳ受信部
５３８が導出した当該無線通信端末５１０の位置および目的地の緯度および経度が合致す
るかの照合である。
【００９７】
　なお、目的地の緯度および経度は、当該携帯端末に予め緯度経度テーブルを備えること
により、かかるテーブルを参照し導出することができ、Ｗｅｂサーバ（図示せず）と通信
を行うことにより緯度経度情報を入手することも可能である。
【００９８】
　ＧＰＳ受信部５３８は、ＧＰＳ衛星１０６からのＧＰＳ信号を受信し、当該無線通信端
末５１０の位置を導出する。
【００９９】
　次に、第５実施形態にかかる機能制限方法の具体的な処理を説明する。図１３は、第５
実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャートである。ここ
では、乗物としてバスを例示し、制限報知部に表示部１１８を選択した場合について説明
する。なお、上述した他の実施形態と実質的に同一の動作については、同一の符号を付す
ることにより重複説明を省略する。
【０１００】
　図３に示した処理と同様の処理でユーザへの報知（Ｓ１６６）までを実行し、図１１に
示した処理と同様の処理でタイマ３３６の計時終了（Ｓ３６４）までを実行した後、ＧＰ
Ｓ受信部５３８はＧＰＳ衛星１０６からＧＰＳ信号の受信し、かかる信号から当該携帯端
末５１０の現在の位置を導出する（Ｓ５６０）。そして、ＧＰＳ照合部５４０は、信号か
ら導出された当該携帯端末５１０の位置と、目的地記憶部４４２に記憶される目的地とを
照合し、合致するかを判定する（Ｓ５６２）。
【０１０１】
　判定の結果、信号から導出される当該携帯端末５１０の位置と目的地とが合致しなかっ
た場合、機能制限部５３２はタイマ３３６をリセットし、再度起動させ、所定間隔の時間
の計時を開始する（Ｓ３６２）。そして、ＧＰＳ受信部５３８は、受信した信号から導出
される当該携帯端末５１０の位置と目的地とが合致するまで間欠的に受信を行う。受信し
た信号から導出される当該携帯端末５１０の位置と目的地とが合致した場合、機能制限部



(15) JP 2010-11087 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

５３２は携帯端末５１０の機能制限（マナーモード）を解除する（Ｓ５６４）。
【０１０２】
　以上説明した携帯端末５１０およびその機能制限方法では、降車口（出口）にリーダラ
イタが設置されていない乗物に乗車した際に、降車時のＩＣタグ１１６との無線通信が行
われなくとも、ＧＰＳ受信部５３８が受信した信号から導出される信号から導出される当
該携帯端末５１０の位置と、目的地記憶部４４２に記憶される目的地とが合致したときに
、機能制限部５３２は携帯端末５１０の機能制限を解除することとなる。したがって、ユ
ーザに煩雑な操作を行わせることなく携帯端末５３２の機能制限を解除し、ユーザの利便
性を向上することができる。
【０１０３】
　なお上記に説明した携帯端末および携帯端末の機能制限方法は、携帯端末が備えるＩＣ
タグと、施設または乗物の乗口に設置されたリーダライタとの無線通信が確立された場合
に、機能制限部は当該携帯端末の機能の制限を実行しているが、これに限定されるもので
はなく、機能制限部は、無線通信以外にも、赤外線通信の確立や特定周波数の信号音の受
信等をトリガとして当該携帯端末の機能制限を実行することも可能である。
【０１０４】
　また本明細書においては乗物への乗車または搭乗を例にして説明したが、かかる例に限
定されるものではなく、例えば病院や映画館、美術館等、携帯端末の機能制限が求められ
る施設においても本発明を適用することが可能である。
【０１０５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施例について説明したが、本発明は係
る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載され
た範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それら
についても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１０６】
　なお、本明細書の携帯端末の機能制限方法における各工程は、必ずしもフローチャート
として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいはサブルーチ
ンによる処理を含んでもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明は、ＩＣタグを用いて、リーダライタの通信可能範囲においてリーダライタとの
無線通信を確立可能な携帯端末、および携帯端末の機能制限方法に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】第１実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図２】携帯端末を説明するための説明図である。
【図３】第１実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャート
である。
【図４】入口におけるリーダライタの設置図である。
【図５】表示部による報知の例を説明する図である。
【図６】第２実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図７】第２実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャート
である。
【図８】第３実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図９】第３実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャート
である。
【図１０】第４実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図で
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【図１１】第４実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャー
トである。
【図１２】第５実施形態にかかる携帯端末のハードウェア構成を示した機能ブロック図で
ある。
【図１３】第５実施形態にかかる携帯端末における機能制限方法を説明するフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０１０９】
１０２  …基地局
１０４  …ワンセグ放送局
１０６  …ＧＰＳ衛星
１０８  …改札機
１０８ａ  …リーダライタ
１１０、２１０、３１０、４１０、５１０  …携帯端末
１１２  …端末制御部
１１４  …端末メモリ
１１６  …ＩＣタグ
１１８  …表示部
１１８ａ  …報知表示
１２０  …操作部
１２２  …音声入力部
１２４  …音声出力部
１２６  …バイブレータ
１２８  …発光部
１３０  …無線通信部
１３２、２３２、３３２、４３２、５３２  …機能制限部
２３４  …所定時間推定部
２３６、３３６  …タイマ
４３８  …ワンセグ受信部
４４０  …チャンネル照合部
４４２  …目的地記憶部
４４４  …目的地チャンネル記憶部
５３８  …ＧＰＳ受信部
５４０  …ＧＰＳ照合部
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